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  グリーンインフラ 方針図 

 

要素図 
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 ①次世代技術の導入を見据えた総合的な交通政策の推進 

②モビリティの進化・多様化に対応した道路空間の再構築 

③交通結節点や周辺施設と一体となる「駅まち空間」の推進 

④身近な生活圏における移動環境の充実 

⑤誰もが居心地がよく、歩きやすい歩行・滞留空間の充実 

都市活動・産業を 

支える道路網の形成 

①道路ネットワークの形成と階層別の整備 

②道路の維持管理 

鉄道路線を軸とした 

沿線都市づくりの推進 

①東武東上線の立体化と沿線の都市基盤整備の推進 

②鉄道沿線の都市づくりの推進 

人とモノの 

移動環境の維持・充実 

①鉄道交通などの利便性の向上 

②バス交通の利便性の向上 

③効率的な物流ネットワークの形成と物流の効率化 

道路・交通分野の都市空間整備の方針  

ひとが主役の 

交通環境の構築 
１ 

２ 

３ 

４ 

都市活動・産業を支える道路網・物流ネットワークの構築を進め、次世代技術を活用した環境

負荷の少ない交通手段の発展や居心地がよく歩きたくなる歩行空間の実現、誰もが健康的で安

心して移動できる交通環境を見据えた円滑で安全な道路・交通の方針を示します。 

道路・交通分野  

出かけたくなる移動環境・ネットワークを形成する都市空間  
2-3 
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◆ 都市空間の未来 

➣多様な移動手段で円滑に移動ができ、

次世代モビリティ＊も見据えた道路・

鉄道空間が整備されています。 

➣駅前広場や住宅地に、誰もが移動や乗り換えがで

きる交通拠点が整備されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣環境配慮のため、自家用車に過度に頼らない多様

な移動手段の活用（公共交通機関・自転車・徒歩・ 

カーシェアリングなど） 

➣AIカメラやセンサーによるモビリティや交通環境

との連携 

➣センサーなどによる通学路の見守りなどの安心・

安全への貢献 

◆ 都市空間の未来 

➣駅や道路、広場、周辺施設が連続的な

空間を形成し、板橋らしい魅力を生み

出しています。 

➣歩きたくなる居心地の良い歩行空間や活用しやす

い駅前広場が整備されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣民有地や道路などの公共空間を活用したカフェや

物販などのサービス、ベンチやテーブルなどの日

常の滞留が心地よく、交流が楽しい活動の充実 

➣駅前のオープンスペース・歩行空間などを活用し

たキッチンカーやイベントなどのにぎわい創出 

➣商店街の店先や季節を感じる植栽など、少し先ま

で歩いてみたくなる歩行環境の魅力向上 

◆ 都市空間の未来 

➣道路や都市インフラなどが整備・維持され、 

安全で円滑な移動環境が守られています。 

➣街路樹や滞留空間、休憩スペースなどがあり、 

誰もが歩きやすく、出かけたくなる環境が整備さ

れています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣都市を回遊できる歩道や緑道で、散歩やウォーキ

ングなどの健康づくりを楽しみながら行える環境

の充実 

➣様々なモビリティの安全利用や交差点などの事故

を防ぐ交通ルール・マナー啓発 

➣音声やピクトグラム、誘導ブロックなど誰もが安

心して目的地まで円滑に移動できる環境づくり 

身近な交通環境が未来をひらくエコなまち  引継ぐ 

都市    

ひと中心で、少し先まで巡り歩きたくなるまち  彩る 

都市   

安全で誰もが安心して出かけたくなるまち  支える 

都市   

３つの都市像を見据えた道路・交通分野のまちの姿  

次世代
モビリティ

乗り換え
交通拠点

ウォーカブル

駅まち
空間

回遊
健康づくり

交通安全
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②道路網と鉄道網 

  

交通利便性の高い道路網 

区内の土地の約２割を道路が

占めています。 

国道や都道といった主要な幹

線道路を結ぶ生活に身近な道

路が整備されており、自動車や

自転車、歩行者などの道路ネッ

トワークが形成されています。 
図表：特別区の道路率の比較  

出典：東京都土地利用現況 R３(2021)年 

図表：板橋区の道路・鉄道ネットワークと駅勢圏 
 

概ね徒歩 15分の駅配置と鉄道をつなぐバス路線網 

区内から JR埼京線や都営三田線、東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線、西武有楽

町線内の各駅へは、概ね徒歩 15分で行くことができます。 

鉄道間を結ぶ形で網目のように張り巡らされた便利なバスネットワークが構築され、地域

交通を支えています。 

特徴と現状  

① 地域交通ネットワーク 

特徴と現状・都市づくりの課題／道路・交通分野  2-3-1 
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図表：駅別乗車人員の増減 H29(2017)年から R４(2022 年) 
出典：東京都統計年鑑 

図表：区内ポート・ラック設置数推移（OpenStreet㈱提供） 

出典：板橋区自転車活用推進計画 
 

◆防災・環境・産業・医療・にぎわいなどの多様な機能を支える道路交通ネットワークのさ

らなる強化が必要です。 

◆区内 36 箇所の半数ほどの踏切が、ピーク時１時間あたり 40 分以上遮断する開かずの踏

切であり、交通渋滞や地域分断、踏切事故の要因になるため解消が必要です。 

◆環境配慮が重要であることから、公共交通や自転車・徒歩などの移動手段を推進するた

め、都市空間の回遊性・滞留性を高めることが必要です。 

◆東武東上線と都営三田線をつなぐ東西方向の移動軸の形成、荒川河川敷などの地域資源

へのアクセス、公共交通の維持など、だれもが移動しやすい環境づくりが必要です。 

◆将来的に新たな交通システムに対応できる交通結節点（駅前広場など）や道路などの空

間再編・充実を図り、シームレスな移動を実現していく必要があります。 

◆日常生活圏では、物品配送が近年大きく増加しており、「移動・物流のハブ」となる身近

な拠点の形成が必要です。 

多くの人が集まる鉄道駅 

区内では、主に 24箇所の鉄道駅へ

アクセスでき、３線が乗り入れる

小竹向原駅は特に多くの人が利用

する駅となっています。 

板橋駅・浮間舟渡駅・上板橋駅北口

ときわ台駅・成増駅・西台駅には、

駅前広場が整備され、交通の拠点

であり、にぎわいや憩いの空間に

なっています。（大山駅・上板橋駅

南口整備予定） 

シェアサイクルは環境にやさし

く、交通結節点から目的地へ自由

に移動することができます。 

区内には、令和７（2025）年現在

で 500 箇所近くのシェアサイクル

ポートが設置されており、公共交

通が不足する地域などで特に利用

されています。 

都市づくりの課題  
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➤だれもが安心・安全、快適に移動し、目的地にアクセスできる社会を見据えて、道路、鉄

道、バス路線のネットワークを階層別の交通体系で整理し、道路・公共交通ネットワーク

の利便性を向上させ、ウォーカブルな空間づくりを推進し、持続可能な交通環境を構築し

ます。 

➤鉄道・バスなどの公共交通を中心としながら、モビリティの多様化、シェアリングの普及、

自動運転技術などの進展を見据えて、人々の移動や乗降環境、流入車両を適正に、より高

度にマネジメントしていく交通施策を推進します。 

 

➤自転車による移動の快適性や歩行者の安全性を確保するため、自転車走行空間の整備や適

正な自転車駐車場の配置を進めます。 

➤新たなモビリティの通行空間については、社会的受容性に配慮し、実現における課題や有

効性を試行検証しながら、渋滞対策やパーソナルモビリティの設置スペースの確保など、

道路空間の再構築や道路沿道の協力を求めながら、実装段階へ移行します。 

  

ひとが主役の交通環境の構築  1 

① 次世代技術の導入を見据えた総合的な交通政策の推進 

② モビリティの進化・多様化に対応した道路空間の再構築 

道路・交通分野の都市づくり方針  2-3-2 

地域内移動 

都市間移動 
（広域移動軸） 

都市内移動 
（地域間移動軸） 

鉄道・地下鉄 

エイトライナー 主要幹線道路 

幹線道路 

高速移動 

低速移動 

補助幹線道路 

主要生活道路 

生活道路 

コミュニティバス 

・カーシェアリング 

・自転車シェアリング 

道路ネットワーク 公共交通ネットワーク 

路線バス 

自動運転 
Lv.4 

歩行者・自転車 

・

・自家用車 

舟運 

タクシー・ハイヤー 

・デマンド交通 

次世代交通 

個別交通 地域公共交通 

図表：階層別の交通体系イメージ 
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➤多くの人が行き交う交通結節点での交流やにぎわいを都市へと広げていくため、鉄道駅と

都市が一体となってつながり、様々な都市活動や地域生活を支える機能を有する「駅まち

空間＊」としてデザイン・整備を進めます。 

➤駅前の交通結節点は多くの人が集い、滞留し、行き交う交流の場として、公共交通機関と

のバランスを踏まえ、駅前広場などの整備や再編を図ります。 

➤地域交通結節点（駅前広場など）では、将来の自動運転や次世代モビリティの導入の可能

性を見据えながら、鉄道・バスなどと多様なモビリティの乗換えのための交通結節点の機

能・空間の充実を図ります。 

➤駅などの周辺の公共空間では、心地よい歩行・滞留空間などの環境整備や進化・多様化す

るモビリティの設置スペースの確保など、移動環境の充実について建築物の開発を誘導し

ます。 

  

③ 交通結節点や周辺施設と一体となる「駅まち空間」の推進 

「駅まちデザイン」とは、利便性・快適性・安全性・地域性の高いゆとりある「駅まち空間」の

形成を目指して、関係者が連携して、ビジョンづくり・計画策定・整備・維持管理に至るまでの

一連のプロセスに関する考え方や進め方のことです。 

「駅まち空間」は、駅や駅前広場と一体的に、周辺市街地との関係も踏まえ、必要な機能の配置

を検討することが期待されることから、国土交通省では、駅とまちが上手につきあっていくため

の手引きを作成しています。 

出典：駅まちデザインの手引き つながる駅とまち ～駅とまちの上手なつきあい方～ 
（国土交通省 令和３（2021）年） 

駅まちデザインの手引き Column 
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➤地域の駐車場などの空間を柔軟に活用するなど、身近な場所に多様なモビリティのシェア

リングなどがしやすく、配送サービスなどが円滑に展開できる身近な拠点（モビリティハ

ブ）の形成をめざします。 

 

➤回遊の主動線となる道路などの公共施設の維持・更新や民間開発にあわせて、無電柱化＊

を推進し、歩行者空間や休憩スペース、バス待ち空間を確保するなど、車いすやベビーカ

ー、歩行支援のモビリティなどが使いやすく、ユニバーサルデザインに配慮した歩行空間

の充実を図り、誰もが歩きやすい環境形成をめざします。 

➤駅前広場や大規模施設の広場・オープンスペースなど多くの人が通行する滞留空間におい

ては、植栽・街路樹などにより、うるおいを感じる心地よい空間創出を整備・誘導します。 

➤外国人、高齢者、障がい者など、すべての人にわかりやすいように、鉄道事業者やバス事

業者などと連携して、板橋区屋外案内標識デザインガイドラインなどに基づき、ユニバー

サルデザインに配慮した屋外サインの整備を進めます。 

  

⑤ 誰もが居心地がよく、歩きやすい歩行・滞留空間の充実 

④ 身近な生活圏における移動環境の充実 

国土交通省が、まちづくりと連携して自動運転技術をどのように活用していくか、そのためのめ

ざすべき政策の方向性や取り組むべき施策に関する考え方を、自動運転の実証実験などに取り組

む自治体関係者などの参考となるよう作成したポイント集です。 

図表：望ましい都市交通、都市交通施設のあり方（駅前広場の場合） 
出典：都市空間における自動運転技術の活用に向けたポイント集（国土交通省_2025 年５月） 

 

都市空間における自動運転技術の活用に向けたポイント集 Column 
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➤「東京における都市計画道路の整備方針」に基づき、防災・生活環境・物流・医療・都市

づくりの維持・発展に向けて、都市計画道路＊の整備を推進します。 

➤ひとが主役の交通環境の構築や新たなモビリティ、自動運転の社会実装においては、地区

全体の地域特性を踏まえた路線の機能分担を整理したうえで、交通ネットワークの形成の

あり方を検討し、必要となる道路空間の再整備を進めます。 

➤歩行者、自転車、自動車にとって、それぞれがより安全で快適な道路空間となるよう、区

内外を結ぶ広域的な主要幹線道路から、日常生活に密接につながる生活道路に至るまで、

それぞれの役割に応じた道路網の階層別による整備を進めます。 

■主要幹線道路・幹線道路（都市計画道路） 

東京都の道路網を形成する主要幹線道路や区内の道路網の骨格となる幹線道路については、渋

滞の緩和、緊急輸送道路、延焼遮断機能などの防災性の向上、物流ネットワークの形成などの

多様な視点から、整備すべき路線・区間を検討し、重点的に整備を促進します。 

■補助幹線道路・区画街路（都市計画道路） 

駅や病院などの主要な生活施設を結ぶ補助幹線道路や区画街路などについては、医療ネットワ

ークの形成や防災性の向上、住宅地への通過交通の進入抑制やバス路線の新設誘致などの視点

から、整備すべき路線・区間を選定し、重点的に整備を進めることや新たな路線を位置づけて

いきます。 

■主要生活道路（区道） 

日常生活に身近な歩行経路となる主要生活道路については、防災性の向上、安全な歩行者空間

の確保、バス運行が可能な道路幅員の確保などの視点から、防災生活道路や地区計画の地区施

設に位置づけるなどにより必要な路線を選定し、整備手法を検討します。 

▶主要生活アクセス道路 

「主要生活道路」のうち、地域内の拠点や駅へのアクセスなどの向上に資する道路 

■生活道路（区道・区有通路・私道など） 

道路幅員が狭く、歩道の設置が困難な生活道路については、歩行者の安全確保の視点から、面

的整備や建替え時による細街路の拡幅を推進するとともに、通過する自動車の交通量や速度を

抑制させる安全対策、歩行者優先の安全な道路空間の確保など交通事故防止のための整備を進

めます。 

 

都市活動・産業を支える道路網の形成  ２ 

① 道路ネットワークの形成と階層別の整備 

生活道路 

補助幹線道路 

補
助
幹
線
道
路
 

主要生活道路 

主要幹線道路・幹線道路 

主要幹線道路・幹線道路 

主
要
幹
線
道
路
・
 

幹
線
道
路
 

主
要
幹
線
道
路
・
 

幹
線
道
路
 

主要生活アクセス道路 

主
要
生
活
ア
ク
セ
ス
道
路
 

主
要
施
設 駅 

図表：階層別道路網のイメージ 



74 

 

➤路面の破損や平坦性の低下、騒音・振動の軽減、道路陥没による二次災害の防止を図るた

め、計画的に区道を点検し、補修整備を行います。 

➤生活を支える都市インフラの安心・安全を図るため、上下水道やガスなどの埋設管、電線

などのライフラインに関しては、管理者へ計画的な点検・補修について働きかけます。 

➤橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、維持管理費用の低減や安全性を確保するため、計画

的に橋りょうの補修・点検を行います。 

➤夜間に安心して主要な生活道路などを通行できるよう、景観や環境に配慮した街灯の適切

な維持管理を行うとともに、商店街の街灯などの LED照明の更新を促進します。 

 

 

➤踏切による交通渋滞の解消や交通安全性の向上を図るとともに、鉄道による地域の分断を

解消し、一体的な都市づくりを促進するため、東武東上線区内全線の立体化をめざします。 

➤大山駅付近（事業認可区間）の連続立体交差事業にあわせて、鉄道駅周辺の安全性の向上

や側道及び駅前広場の整備を進め、回遊性のある歩行空間を確保します。 

➤中板橋駅・ときわ台駅・上板橋駅区間においては、地域住民が主体となる沿線の都市づく

り活動を推進し、地域課題や地域特性を踏まえた都市づくりのあり方について検討を進め

ていきます。 

➤ときわ台駅・上板橋駅付近においては、地域分断の解消や踏切遮断が原因の交通渋滞の解

消をめざし、東京都をはじめとする関係機関とも協議しながら、ときわ台駅から上板橋駅

付近の立体化を沿線の道路整備（補助第 86 号線、補助第 244 号線など）とともに促進し

ます。 

➤中板橋駅付近では、周辺の立体化の進捗状況を見極めながら関係機関と協議を行い、立体

化を促進するための検討を図ります。 

➤区内全線の立体化の実現には長期間を要するため、区として長期的な視点で立体化をめざ

しつつも、東京都の策定した「踏切対策基本方針＊」において立体化の検討対象に位置づ

けられた区間以外では、当面の安全対策として個別の踏切対策についても検討を進めてい

きます。 

 

 

➤鉄道の利用促進や利便増進に向けて、端末交通となりうるバス、自転車、徒歩、次世代モ

ビリティの導入などを考慮し、鉄道駅周辺の安全性の向上や駅前広場の整備などによる交

通結節機能の強化を図ります。 

➤駅前広場が整備されていない駅周辺においては、交通結節点の整備検討を行うとともに、

通行やアクセスのための従来の歩行空間に加え、歩行者の滞留やにぎわい・交流空間の創

出を図ります。 

鉄道路線を軸とした沿線都市づくりの推進  ３ 

① 東武東上線の立体化と沿線の都市基盤整備の推進 

② 鉄道沿線の都市づくりの推進 
（JR埼京線、都営三⽥線、東京メトロ有楽町線・副都⼼線、西武有楽町線ほか） 

② 道路の維持管理 
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➤区部周辺部の環状公共交通の実現をめざし、交通政策審議会の答申において位置づけられ

たエイトライナー構想を関連区と連携して推進します。 

➤すべての人が利用しやすい鉄道駅をめざし、必要に応じて混雑緩和やエレベーター、ホー

ムドアなどの設置について鉄道事業者に働きかけます。 

 

➤駅前広場やバス停留所の整備をバス事業者と連携しながら、運転手不足などのバス交通の

課題感を捉え、バス利用環境・バス事業環境の安全性や利便性の向上を図ります。 

➤バス利用時の環境改善のため、バス停の屋根やベンチ、運行情報配信などの案内システム

の充実をバス事業者に働きかけます。 

➤コミュニティバスなどを運行しつつ、相対的に公共交通サービス水準が低い地域＊におけ

る交通環境の改善や高齢者の足となる身近な公共交通の充実のため、バス事業者に路線の

維持・充実を働きかけます。 

➤駅前広場や道路の整備状況に応じて、公共交通の利用促進や利便増進とともに、バス路線

網の維持・拡充について、バス事業者に働きかけます。 

 

➤安全に商店街を利用するため、物流事業者や商店街などと連携し、空き店舗を活用した荷

捌き空間の確保や共同配送の実施など、自主的な物流の効率化を促進します。 

➤商業施設や集合住宅などの大規模開発にあわせて、敷地内の荷捌き空間の設置・マネジメ

ントの実施を促進し、配送車の路上駐車の解消を図ります。 

➤物流拠点と道路網、地域の身近な生活圏の移動・配送の拠点（モビリティハブ）をつなぎ、

情報通信技術（ICT）などの新技術を取り入れた効率的な物流ネットワークを形成します。 

  

人とモノの移動環境の維持・充実  ４ 

① 鉄道交通などの利便性の向上 

② バス交通の利便性の向上 

③ 効率的な物流ネットワークの形成と物流の効率化 
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  都市計画道路ネットワーク 方針図 

 

要素図 
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公共交通ネットワーク 方針図 

 

要素図 
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 ①地域特性に応じた良好な街並み・住環境の保全・誘導 

②地域特性に応じたくらしを支える環境整備 

生活を支える 

働く環境づくり 

①生活を支える身近な商業・業務環境の維持・充実 

②社会を支える工業の操業環境の維持・充実 

③都市農業の営農環境の維持・充実 

④文化芸術を育む交流空間の充実 

多様なくらしに対応した 

住環境づくり 

①地域特性に応じた良好な住宅ストックの形成 

②子育て世帯・若年世帯が住みたくなる住宅・住環境の充実 

③マンションの適正管理と耐震化・建替えの支援 

④空き家・空き室などの利活用の促進 

脱炭素による未来を 

守る建物づくり 

①エネルギーの合理化・再生可能エネルギーへの転換 

②資源の適正利用 

 

住環境・くらし分野の都市空間整備の方針  

くらしの安心を守る 

住環境づくり １ 

２ 

３ 

４ 

住環境・くらし分野  

愛着と誇りを感じ、暮らし続けたくなる都市空間  
2-4 

多様なライフスタイルが叶い、安心して子育てや日常生活などを送ることができる住環境や地

域に活気を生み出す商業・工業・農業などの産業環境の充実、環境に配慮した多様な住宅スト

ック＊の形成により、区内での定住や住み替え、産業発展を促進する住環境・くらしの方針を示

します。 
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◆ 都市空間の未来 

➣様々なライフステージ、ライフスタイ 

ルに対応する住宅が供給されています。 

➣多様な店舗や医療機関、子育て施設など、 

豊かな日常生活が送れる環境が整っています。 

➣エネルギーの合理化、再生可能エネルギーへの転

換など、環境に配慮した建物が脱炭素に貢献して

います。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣デジタル技術の発展による、多様なくらし方、働

き方、教育・医療・福祉サービスの充実 

➣HEMS/BEMS＊などによるエネルギーの管理や電気・

ガスの使用削減、省エネ家電の導入、緑のカーテ

ン設置などの脱炭素行動 

◆ 都市空間の未来 

➣くらしを育んできた商業・工業・農業

をさらに発展させる都市基盤が整えら

れています。 

➣建物のリノベーションなどの利活用により、地域

の課題解決や魅力創造が促進されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣産業分野の企業や教育機関、研究機関と連携し、

歴史や文化を保全し、学び、交流する人材育成、 

生涯学習の場づくり 

➣商業・工業・農業の成長と新たな価値創造に向け

た健康分野や次世代技術分野などとの連携 

➣公共空間やリノベーション空間を効果的に活用し

た地域固有の祭礼や商店街・企業などと連携した

文化的イベント促進 

◆ 都市空間の未来 

➣防災性や環境性能が高い良質な住宅が

供給されるとともに、適正に維持管理

がされています。 

➣商業・工業・農業などの産業と住宅が共存した

環境で、地域を支えています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣公園や児童館、地域、商店街、企業など多様な主

体の連携により、子どもや若者をはじめとする多

世代交流の場や居場所づくり、見守りなどの福祉

活動の充実 

➣個人や団体、企業などによる多様なボランティア

活動や地域貢献活動を通じた社会参加や地域コミ

ュニティの活性化 

新しく多様なライフスタイルが叶うまち  引継ぐ 

都市    

発展する文化・産業と共に輝くまち  彩る 

都市   

くらしの居場所を地域で守るまち 支える 

都市   

３つの都市像を見据えた住環境・くらし分野のまちの姿 

エネルギー
合理化

豊かな
生活圏

産業
発展

文化的
イベント

多世代
交流の場

地域
コミュニティ
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図表：板橋区の各世帯数の推移 
出典：国勢調査 H17(2005)年から R２(2020)年 

認定証のイメージ 

ライフスタイルや需要の変化により、単身世帯の増加が顕著 

コロナ禍を経て、働き方や生活様式が多様になり、住まいやくらしに求めるサービスや機

能が変化しています。 

屋外空間の活用が見直され、デジタルトランスフォーメーション（DX）によって、くらし

が効率化され、これまでの生活が大きく変わってきています。 

区内の居住世帯のうち、単身世帯の数が 15年で大きく増加しています。夫婦世帯や親族世

帯は横ばいになっており、交通利便性が高く、生活しやすい環境が単身者に選ばれやすい

といえます。 

マンションの適正な維持管理を推進 

（いたばし適正管理推進マンション認定制度） 

区は、管理組合が主体となってマンション内で意思決定を取りや

すい体制を整備し、適切な建物の維持管理を行うなど、板橋区マン

ション条例を遵守し、適正管理を推進するマンションを認定する

ことで、マンションの管理適正化を促進しています。 

出典：令和５(2023)年度都市づくりビジョン 
アンケート調査結果 

コロナ禍を経た行動の変化 
(回答者数 1,427 人) 

人混みに行きづらい 39.7% 

変わりがない 28.7% 

近隣の店舗利用の増加 25.1% 

宅配利用の増加 23.5% 

テレワークの増加 21.9% 

公園利用・散歩の増加 19.6% 

 

特徴と現状  

① 多様なくらし 

② 住宅の管理・設備 

特徴と現状・都市づくりの課題／住環境・くらし分野  2-4-1 

図表：建築時期別の共同住宅戸数の割合（2023年９月まで） 
出典：R５(2023)年住宅・土地統計調査 総務省統計局 
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都市づくりの課題  

脱炭素に向けた設備の普及 

東京都では、再生可能エネルギーの利用拡大を推進しています。環境に配慮した省エネ

ルギー設備として、太陽光パネルや断熱性能の高い窓ガラスなどの住宅設備の普及が促

進されています。 

区が誇る産業の歴史 

都内有数の工業集積地があり、光学・精密機器産業、印刷・同関連業、食料品製造業、鉄

鋼業、化学工業を中心に、ものづくり企業が集積しています。区内全域に広がる商業や都

内で貴重な農地を保有しているなど、多様な産業が共存しています。 

③ 産業振興 

◆世代のニーズやライフスタイル・ワークスタイルにあわせて、だれもが住み続けられる多

様な住宅ストック形成が必要です。 

◆老朽化が進む集合住宅の管理や建替えの支援、建詰まりを抑制して独立住宅の居住環境

を維持していくことが必要です。 

◆まちの魅力向上のため、空き家・空き室などの利活用を進め、身近な場所に様々な居場所

をつくり、交流の場を創造していくことが必要です。 

◆区内産業（商業・工業・農業）における事業者や農家の減少を抑制するため、事業継続・

承継ができる環境づくりが必要です。 

出典：R５(2023)年住宅・土地統計調査 総務省統計局 

老朽化した危険な空き家解消 

空き家率は近年増加傾向にあることから、老朽化した空き家や危険な建築物の発生予防に

取り組んでいます。 

出典：R５(2023)年経済構造実態調査製造業事業所調査 

（地域別統計表データ） 総務省、経済産業省 

板橋区の太陽光パネル設置住宅数 R５(2023)年 

 総数 太陽光パネル設置住宅数 割合 

戸建て 60,530 1,980 3.3% 

共同住宅 253,460 1,450 0.6% 
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➤住宅の不燃化や住宅及び付帯するブロック塀などの耐震化、水害対策、液状化対策など災

害に強い住まいづくりを促進するとともに、空き家対策、無電柱化や細街路の拡幅を推進

することで、安心して住み続けられる住環境の整備を進めます。 

➤良好な住環境の形成のため、地域資源を活かした景観形成や住宅への緑化を推進し、愛着

と誇りを育む住環境の整備を促進します。 

 

➤地域特性に応じた環境づくりを推進するため、地区計画などの都市計画制度を活用し、地

域住民と協力して土地利用の誘導や良好な住環境・くらしの保全・向上を図ります。 

➤住みたくなる、住み続けたくなる住環境づくりを促進するため、身近なくらしを支える商

店街や生活利便施設、医療福祉施設、教育施設、コワーキングスペースなどの充実で利便

性を高めるとともに、地域資源を活かした都市活動により地域の魅力を高めます。 

➤産業と住宅が共存する地域では、産業の操業環境に配慮しつつ、良好な街並みと住環境の

維持を推進するとともに、土地利用転換の機を捉え、新たな土地利用を検討します。 

➤大規模な住宅団地の更新においては、良好な住環境や豊かな公共空間を継承しつつ、多様

なくらしや働き方ができるように、にぎわい、ウェルフェア（健康福祉）、スマートエネ

ルギー、防災などの機能や都市基盤の整備をあわせて誘導し、再生をめざします。 

  

 

 

くらしの安心を守る取組 Action 

空家等や老朽建築物に対して、適切な管理や除却・活用

などの普及啓発を図るとともに、適切に管理されてい

ないことによる、防災上、衛生上、景観上などの課題を

解消するため、専門家派遣や建築物の除却などを支援

しています。 

区では、災害時の倒壊や景観の悪化などを防ぐため、様々な支援制度を設けています。 

◤建築物の耐震化促進 

災害に強い安全なまちづくりをめざし、地震による建

物倒壊や人的被害を最小限にとどめるため、無料相談

会や耐震アドバイザー派遣、耐震診断、耐震化の設計・

工事などを支援しています。 

◤ブロック塀の対策 

危険なブロック塀などの撤去を促進し、区民の安心・安

全を守ることを目的に、危険なブロック塀などの撤去

や撤去後の新設に対し支援をしています。 

◤老朽建築物等対策 

耐震無料相談会 

木塀設置事例 

くらしの安心を守る住環境づくり  1 

① 地域特性に応じた良好な街並み・住環境の保全・誘導 

② 地域特性に応じたくらしを支える環境整備 

住環境・くらし分野の都市づくり方針  2-4-2 



第４章 分野別都市づくりの方針 
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➤商業系用途地域では、食料品や日用品などの生活必需品を扱う商業や日常を支えるサービ

ス、事務所などの働く人々や利用者が集い、にぎわいを形成することから、地区計画など

の都市計画制度を活用し、商店街や駅前通りに面する建築物の低層部分に商業系の用途を

誘導します。 

➤駅前施設や商店街などの多くの人々が往来する地域では、歩行空間や駐輪スペース、荷捌

き場所の確保などを誘導します。 

 

➤工業系用途地域では、工業系用途以外の土地利用を規制するなど、新たなものづくり産業

が進出しやすく、従業員が働きやすい操業環境に配慮した土地利用を誘導します。 

➤工業専用地域を中心とする大型車両が往来する工場や物流施設周辺での円滑な交通ネッ

トワーク形成のための調査・検討を進めます。 

 

➤農地の集積する地区では「農のある風景」を守るため、生産緑地地区の指定を促進すると

ともに、営農の状況に応じて区民農園などとして農地の機能の保全を推進します。 

 

➤「絵本のまち板橋」のブランド力を高めるため、文化芸術活動における創作・発表・交流

を支える公共空間の創出や土地利用の誘導を図ります。 

 

 

 

➤多様な世代の定住や区内の住替えを促進させるため、地域の特性やワークスタイル・ライ

フスタイルに応じた住戸形態や機能が付帯した住宅、長期にわたって使用可能な長寿命の

住宅など、地域の付加価値を向上させる住宅の供給を誘導します。 

➤ユニバーサルデザインに配慮した建築物の供給の促進やリフォーム（断熱改修やバリアフ

リー対策など）の支援を行います。 

➤区営住宅などでは、長寿命化計画に基づき適切な修繕や改善を行います。また、区立高齢

者住宅の借上契約が期間満了を迎えることにあわせて、計画的に区営住宅の建替事業を実

施し、集約による再編を進めます。 

➤都営住宅や公的住宅の建替や更新などにあわせて、地域特性に合わせた地域課題への対応

や、良好な居住環境への取組を東京都や東京都住宅供給公社、UR都市機構などへ要望して

いきます。 

  

生活を支える働く環境づくり  ２ 

① 生活を支える身近な商業・業務環境の維持・充実 

② 社会を支える工業の操業環境の維持・充実 

③ 都市農業の営農環境の維持・充実 

④ 文化芸術を育む交流空間の充実 

多様なくらしに対応した住環境づくり  ３ 

① 地域特性に応じた良好な住宅ストックの形成 
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➤近居・隣居を叶える住宅や子育て世帯向けの住戸面積・住居形態など子育てしやすい住宅

の供給を誘導します。 

➤日常生活に必要な商業施設、子育て支援施設、教育施設などが集積する拠点の形成だけで

はなく、地域の自然・歴史・文化を活かし、居心地がよく歩きたくなる歩行空間や公園・

河川敷などの公共空間の整備により、子育て環境の充実を進めます。 

➤就職や結婚などライフステージの変化に対応して若者が新生活を始めやすく、一人暮らし、

二人暮らしでも、住みやすい住環境や地域コミュニティの形成を図るとともに、区外へ転

居しても、また板橋区に住みたいと思える愛着を育む環境づくりをめざします。 

 

➤「東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例」に基づき、安全で良質な

住宅ストックが維持できるよう、マンションの規模や立地、ニーズに応じた支援を通じて、

管理組合によるマンションの自主的かつ適正な管理を促進し、長寿命化を図ります。 

➤地域の防災性向上や魅力向上のため、防災性を高めたマンションや地域防災の取組を推進

するとともに、老朽化し、長寿命化が困難なマンションについては、必要に応じて建替え

を支援します。 

   

② 子育て世帯・若年世帯が住みたくなる住宅・住環境の充実 

③ マンションの適正管理と耐震化・建替えの支援 

 

マンションの適正な管理 Action 

マンションの適正な管理支援のため、マンション管理組合や区

分所有者、居住者向けにガイドブックを作成しています。 

本ガイドブックでは、日常生活における困りごとに加え、耐震

化や建替えに関する相談窓口の案内、各種制度について紹介し

ています。 

◤マンション管理計画認定制度 

◤マンション管理ガイドブック 

「東京都板橋区良質なマンションの管理等の推進に関する条例

（H30(2018）年施行）」では、良質なマンション管理を行うため

の管理組合・区分所有者・分譲事業者などが努めていく役割や

マンション内のコミュニティの形成や災害などに備えるための

危機管理体制の整備などについて明示しています。 

 

区では、「板橋区マンション管理計画認定制度」と「いたばし適

正管理推進マンション認定制度」により、マンションの適正な

管理を促進しています。 

管理計画の認定を受けたマンションは、次の３つの事項がそろ

っている「安心・安全で適正な管理が推進されているマンショ

ン」として、市場で高く評価されるなどのメリットが期待され、

良質な管理水準が維持されることで、居住者だけでなく、周辺

地域の良好な居住環境の維持向上にもつながります。 

 

１ 管理組合が主体となって管理している 

２ 建物が適切に維持管理されている 

３ マンション内で意思決定が取りやすい体制が整っている 



第４章 分野別都市づくりの方針 
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➤空き家・空き室の定期的な維持管理のための情報発信や専門家への相談、除却支援などに

取り組みます。 

➤住宅地における若い世代のライフスタイルにあわせた空き家・空き室のリノベーションや

飲食店・シェアスペース・ワークスペース・コミュニティスペースなどとしてのコンバー

ジョン＊など、地域の課題解決や魅力創造に資する利活用を促進します。 

➤建築基準法の接道要件を満たさず、再建築が困難な無接道敷地に存する空き家などについ

て、隣地統合などの支援について検討し、除却・利活用を促進します。 

 

 

➤ゼロカーボンいたばしの実現に向けて、建築物の断熱化や太陽光発電などの自然エネルギ

ー・再生可能エネルギーの利用、省エネルギーシステムの活用などを推進し、環境に配慮

した持続可能な都市づくりをめざします。 

➤屋上緑化、壁面緑化などの効率的なみどりの創出や保全により、未来につなげる環境づく

りを推進します。 

 

➤再生資材の利用や建設廃棄物の再利用、雨水利用の設備導入などを促進するとともに、適

切な管理により建築物の長寿命化を促進し、循環型の社会の実現をめざします。 

➤⼀定規模の敷地内での雨水浸透ますの設置や透水性舗装の導入、レインガーデン（雨水浸

透型緑地帯・雨庭）の設置など、水循環に貢献する施設計画を促進します。 

 

  

④ 空き家・空き室などの利活用の促進 

① エネルギーの合理化・再生可能エネルギーへの転換 

② 資源の適正利用 

脱炭素による未来を守る建物づくり  ４ 

 

未来を守るゼロカーボンの建物づくり Action 

◤ゼロカーボンシティとカーボンニュートラル 

ゼロカーボンシティとは、2050 年に二酸化炭

素排出量を実質ゼロにすることをめざす旨を

公表した地方自治体のことをいいます。 

実質ゼロとは、二酸化炭素などの温室効果ガ

スの人為的な発生源による排出量と森林など

の吸収源による除去量との間の均衡（カーボ

ンニュートラル）を達成することをいいます。 

◤板橋区建築物等における省エネルギー・環境

配慮に関する指針（H25(2013)年運用開始） 

区では、板橋区大規模建築物等指導要綱が対

象とする建築物等を建築する際に、環境に配

慮した省エネルギー、省資源、資源循環型の

設計が採用され、さらには低炭素建築物が整

備されるよう必要な事項を誘導しています。 

区は、ゼロカーボンシティ実現のため、令和４(2022)年 1 月に「ゼロカーボンいたばし 2050」

を表明し、脱炭素社会の実現のため、様々な取組を進めています。 

出典：環境省脱炭素ポータルウェブサイト 

出典：板橋区建築物等における省エネルギー 

・環境配慮に関する指針 
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 ①震災・火災に強い都市の骨格形成 

②木造住宅の密集地の改善 

③細街路の改善 

④延焼遮断帯の形成や避難場所・避難路の確保 

水害・土砂災害リスク 

への対応 

①大規模水害を想定した対策の推進 

②内水氾濫を想定した対策の推進 

③土砂災害を想定した対策の推進 

防災拠点による地域の 

防災力向上 

①地域連携による防災対策 

②防災拠点となる公共施設などの整備 

③防災拠点機能を有する大規模建築物の誘導 

大規模災害などに備えた 

強靭な都市づくりと 

復興事前準備の推進 

①複合災害のリスク対策の推進 

②災害時における業務の継続・早期復旧 

③  

 

安心・安全分野の都市空間整備の方針  

震災・火災リスクへの 

対応 
１ 

２ 

３ 

４ 

安心・安全分野  

災害・環境変化に対応する強靭な都市空間  
2-5 

首都直下地震や火災延焼、大規模水害、集中豪雨などによる土砂災害や内水氾濫、複合的な災

害発生のリスクなどを想定し、適正な土地利用・宅地造成の立地誘導・規制を図り、災害に強

い都市づくりや防災性の高い生活圏の整備を進める安心・安全分野の方針を示します。 



第４章 分野別都市づくりの方針 
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⚫   

◆ 都市空間の未来 

➣大規模災害に備えて、建築物の不燃化

や耐震化、浸水対策がされています。 

➣大規模マンションでは、防災備蓄倉庫や

非常用電源が確保されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣３D 都市モデルを活用した災害シミュレーション

などを活用し、燃え広がる様子や浸水状況などを

視覚的に伝えることで防災意識を向上 

➣災害情報や災害時の避難行動などの防犯・防災対

策情報を SNS などの多様な手段で発信 

➣防犯カメラの設置や防犯パトロール、地域コミュニ

ティの見守り、清掃活動などの犯罪抑止活動の充実 

◆ 都市空間の未来 

➣河川敷や大規模土地では、災害時の避難

や物資輸送が可能な空間が整備されて

います。 

➣水害時の緊急退避が可能で、日常利用にも利便性

が高い連絡デッキが整備されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 

➣地域、企業、学校などが連携し、防災訓練や防災

啓発活動と合わせたにぎわいの創出 

➣災害時に備えた、退避場所や一時滞在施設、物資

輸送など、企業や団体との連携調整による地域防

災の強化 

➣自治体間での連携協定による災害時の救援や平時

の地域交流 

◆ 都市空間の未来 
➣避難所や物資輸送経路では、道路や 

がけ・よう壁などの安全性が高められ、 

周辺の建築物の不燃化・耐震化と合わせ、 

災害に強い都市基盤が形成されています。 

➣細街路が拡幅され、見通しが良く日常の安全が確

保されるとともに、非常時の避難経路や緊急車両

の進入路が確保されています。 

◆ 都市空間を活用した都市活動の未来 
➣自治会などのコミュニティによる防災訓練や要配

慮者の把握、日常の地域交流などによる災害時に

助け合える関係づくり 

➣地域が主体となり、防災の課題や共助の流れ、組

織体制など、地域の特性を踏まえた防災対策マニ

ュアルや防災マップの作成 

 

予測し備える準備が非常時に活きるまち  引継ぐ 

都市    

日常のつながりが災害時の絆になるまち  彩る 

都市   

強靭な都市基盤が支え共に助け合うまち  支える 

都市   

３つの都市像を見据えた安心・安全分野のまちの姿  

浸水対策
デッキ

防災
イベント

安全な
都市基盤

防災訓練

災害
シミュレーション

防犯
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⚫  

 

 

  
都内に誇る医療環境が充実 

東京都健康長寿医療センターをはじめ、大学病

院などの災害時に重要な拠点となる大規模病

院が多く立地し、病床数は 23 区で１位となっ

ており、安心できる環境が整っています。 

地震や火災の危険度が比較的低い地域が増加 

東京都では、建物倒壊の危険性、火災の発生によ

る延焼の危険性などを調査し、町丁目ごとに総合

危険度を示しています。 

区では、下図のとおり多くの町丁目が５段階中で

総合危険度１～２の比較的危険度が低い地域です

が、泉町と宮本町では、総合危険度が４となって

います。 

また、70％を超えると市街地の延焼による焼失が

抑えられるとされる補正不燃領域率＊の高い地域

が、区北部では多く広がっています。 
図表：町丁目別 

補正不燃領域率 
出典：2021 年 

東京都土地利用 

現況調査より推計 

① 都市基盤・都市構造 

特徴と現状  

特徴と現状・都市づくりの課題／安心・安全分野  2-5-1 

図表：特別区の病院数と病床総数 

出典：R５(2023)年医療施設（静態・動態）調査・ 
病院報告結果報告書（東京都福祉保健局） 

図表：東京危険度マップ 
出典：「地震に関する地域危険度測定調査（第９回）」（R４（2022）年９月 東京都） 
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◆大規模災害（地震、水害、土砂災害など）による被害を抑制し、発災後、早期に復旧する

ため、災害に強い都市基盤が必要です。 

◆従来の取組を継続･発展させ、災害に強い都市づくりの展開や避難・救援から迅速な復旧・

復興へとつなげるための復興事前準備などが必要です。 

◆見通しのよい歩行空間の確保や緊急車両の進入など、日常生活での事故や犯罪を防ぎ、安

心できる生活環境が必要です。 

水害・土砂災害の想定 

区では、荒川氾濫や集中豪雨による浸水深や浸水継続時間の想定、土砂災害などのハザー

ドマップを作成しています。 

荒川氾濫では、10～200 年で起こりうる浸水範囲を多段階で想定しており、５ｍ以上の浸

水や２週間以上の浸水継続時間が想定されています。また、集中豪雨により、下水処理能

力を超える内水氾濫が想定されています。 

② 水害対策 

都市づくりの課題  

板橋区ハザードマップ(荒川氾濫版) 出典：板橋区 HP 

板橋区ハザードマップ(集中豪雨版) 出典：板橋区 HP 
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➤防災・環境・医療・にぎわいなどの多様な機能を⽀える都市計画道路は、災害時における

緊急物資輸送や迅速な救援・救護活動などを支える重要なインフラとして、強靭な都市の

骨格を形成するよう整備を進めます。 

➤大規模地震発生時における被害を軽減するため、耐震性能の低い建築物の耐震化、避難や

物資輸送における主要な道路の無電柱化や細街路の拡幅、歩きやすく避難しやすい道路整

備、ライフラインの耐震化などにより、地震災害に強い都市基盤の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤震災や火災時の危険性が高い木造住宅密集地域＊の改善に向けては、地域特性に応じて、

道路などの基盤整備や建築物の不燃化などの災害に強い都市づくりを推進します。 

➤木造住宅の密集地では、細街路の拡幅や行き止まり道路の解消、地区計画や防火規制など

により、老朽木造住宅や老朽マンションの建替え、空き家の解消の促進による居住環境の

改善とともに、防災性の向上を図ります。 

   

① 震災・火災に強い都市の骨格形成 

震災・火災リスクへの対応  1 

② 木造住宅の密集地の改善 

安心・安全分野の都市づくり方針  2-5-2 

 

不燃化の取組 Action 

 

東京都防災都市づくり推進計画に基づく重点

整備地域の指定を受けた大谷口一丁目周辺地

区と大山駅周辺西地区では、特に重点的、集

中的に木造住宅密集地域の改善を図るため、

東京都の不燃化特区制度（H25(2017)年～

R7(2025)年）を活用し、老朽建築物の除却や

建替えに対する支援などを行うことで、不燃

領域率の向上に取り組んでいます。 

◤不燃化特区制度 

図表：区内の重点整備地域の不燃領域率の推移 

東京 23区 

大山駅周辺西地区 

大谷口一丁目周辺地区 

 

強靭な都市の骨格形成 

東京都では、阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、

地震直後の緊急輸送を円滑に行うため、高速自動

車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路

と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道

路を緊急輸送道路に指定しています。 

特に、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路

を「特定緊急輸送道路＊」として指定し、その沿道

建築物については、耐震診断の実施が義務化され

ています。 

緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線

となり、復旧・復興の大動脈の役割を担います。 特定緊急輸送道路 

中山道 

川越街道 

環状７号線 

首都高速道路 

練馬川口線 
 
新大宮 
バイパス 

 

中央 
環状線 

Column 
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➤震災や火災時の避難経路、緊急車両の進入路、消防活動の場となる道路空間の確保のた

め、無電柱化の推進や地区計画、細街路拡幅整備事業などにより道路拡幅を進め、居住

環境の改善と防災性の向上を図ります。 

 

➤都市計画道路や避難道路、特定緊急輸送道路などにおける円滑な救援・救助活動、避難な

どを可能にするため、沿道の不燃化・耐震化の促進や街路樹などの整備により、延焼遮断

帯を形成します。 

➤大規模災害時の避難場所として、公園・緑地・農地の活用やオープンスペースの確保によ

り、安全な避難誘導を図ります。また、隣接自治体などと連携しながら、避難場所に指定

されている公共施設やその周辺における不燃化・耐震化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③ 細街路の改善 

  

行き止まり道路の緊急避難路整備事業 Action 

行き止まり道路は、避難できる方向が道

路入口の１方向しかないため、災害時に

建物の倒壊や火災などで塞がれたとき、

避難することが難しくなります。 

緊急避難路は、このような行き止まり道

路において、２方向目の避難ができるよ

うに設ける経路です。 

 

関係権利者と協議し、庭先や建物と建物

の間などを利用して、避難路の表示や避

難用の扉などを塀・フェンスに設置する

支援を行っています。 
緊急避難路表示付き 

消火器ボックス 

緊急避難路のイメージ 

④ 延焼遮断帯の形成や避難場所・避難路の確保 

 

細街路拡幅整備事業（建築基準法第 42 条第２項に規定される道路の拡幅整備事業） Action 

建築基準法では、道の幅が４ｍ以上のものを道路とし

ています。ただし、４ｍ未満の道であっても、一定の

条件を満たせば、建築基準法第 42 条第２項に規定さ

れる道路（以下「２項道路」という。）とみなされます。 

この２項道路に接する敷地での建替え時には、道路の

中心から２m まで敷地を後退する必要があります。 

細街路拡幅整備事業では、建築主などと協議を行い、

２項道路の後退部分を道路状に整備し、後退部分にあ

る工作物などの撤去や移設などの支援を行っていま

す。 

 

道路が拡幅整備されると、沿道周辺の通風や緊急車両

の通行、歩行者空間などが改善され、安全で住みよい

まちづくりにつながります。 

拡幅整備前 

拡幅整備後 
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➤水害の激甚化・頻発化などを踏まえ、荒川や新河岸川、石神井川などの治水対策（氾濫防

止に向けた調節池の整備や護岸整備など）について、関係団体と協働して進め、河川整備

と一体的な高台整備など、浸水リスクの低減に向けた都市基盤づくりを図ります。 

➤大規模建築物が連担する区域においては、避難や物資輸送などが可能な連絡デッキ整備を

促進し、デッキの接続を面的に広げることで、被災した機能を補い合うなど、浸水区域内

外をつなぐ避難ネットワークを形成します。 

➤地盤より標高の高い構造の鉄道・高架道路などを浸水エリアからの避難ルートとして使用

することができるよう、関係機関などへ働きかけていきます。 

➤「多段階の浸水想定」における、床上の浸水の発生頻度を想定した土地利用や建築物の建

て方、住まい方の工夫を共有していきます。 

➤浸水発生時にも施設機能を継続できるように、電機室や機械室、備蓄倉庫などの上層階設

置や開口部からの流入防止対策などの促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 大規模水害を想定した対策の推進 

水害・土砂災害リスクへの対応  ２ 

 

大規模水害を想定した高台まちづくり Action 

緊急避難路表示付き 
消火器ボックス 

河川の決壊が切迫している状況などにおい

て、万が一事前避難が出来なかった場合、地

盤面の高い新河岸陸上競技場（新河岸三丁

目）が、「緊急一時退避場所」となることか

ら、連絡通路設置により、新河岸陸上競技場

から、荒川堤防を通る、脱出ルートとしての

機能を持つことになります。 

◤板橋区かわまちづくり連絡通路 

緊急一時退避場所からの脱出ルート 
出典：板橋区かわまちづくり HP 

荒川と新河岸川に囲まれた地域は、万が一荒川が決壊した際に、水深５ｍ以上の浸水が発生し、

浸水期間は２週間を超えることが見込まれています。 

大規模水害が想定される場合は、事前に安全性の高い地域への避難が基本となります。 

本施設は、大型物流施設としての機能だけ

ではなく、地域に貢献する多面的な施設で

あり、高台まちづくりにも大きく貢献して

います。 

荒川の氾濫の危険性が高まり、基本的な避

難行動である区南部の武蔵野台地への高台

避難が間に合わない場合に、約 1,000 人の

方々が緊急的に命をつなぐために退避でき

る「緊急一時退避場所」として、２階から６

階の車路を指定しています。さらに、緊急用

ヘリポートと施設をつなぐ「退避路」も整備

しています。 

◤MFLP・LOGIFRONT 東京板橋 

MFLP・LOGIFRONT東京板橋／舟渡四丁目 

緊急一時退避場所からの脱出ルート 
出典：板橋区かわまちづくり協議会資料（R7） 

新河岸陸上競技場 

緊急一時退避場所 

脱出ルート 

荒川側 

連絡通路 
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➤集中豪雨などによる、下水の処理能力を超えた内水氾濫の浸水被害防止や軽減を図るため

に、一定規模の敷地内での雨水流出抑制施設の設置や排水ますの適正管理、止水板の設置

支援、土のうステーションの活用などを推進します。 

➤戸建住宅などについては、浸水リスクを軽減するため、敷地のかさ上げや１階の高床化、

防水塀の設置、建築物自体の防水化などの水害に強い住宅づくり、水害リスクを踏まえた

住宅の立地誘導を図ります。 

➤地下室や半地下建物は、豪雨時に道路から建物内に流れ込む可能性があるため、ポンプ施

設の設置や土のう、止水板などによる対策の普及を図ります。 

➤浸水履歴のある土地やその周辺、坂の下・窪地などの浸水するおそれのある土地では、半

地下建物や地下室の設置の危険性について周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤区内全域に指定している宅地造成等工事規制区域＊では、安全な土地の造成が行われるよ

う許可を行います。 

➤がけ・よう壁対策に関する区の方針を策定し、危険ながけ・よう壁の解消推進に向けた対

策強化を図ります。 

➤土砂災害警戒区域などでは、ハザードマップや防災マップを活用したリスクの周知や警戒

避難体制の整備などとともに、被害想定や避難手段などの災害情報発信を行い、災害発生

時の迅速な避難誘導につなげます。 

  

② 内水氾濫を想定した対策の推進 

③ 土砂災害を想定した対策の推進 

  

集中豪雨への備え Action 

短時間豪雨による床下・床上浸水などの被害には、土の

うの活用により浸水被害を少なくすることが可能です。 

区では、区内各所に緊急時に使用できる「土のうステー

ション」を設置しています。 

総合的な治水対策の一環として、降雨による水害の防

止、軽減並びに都市環境の向上を目的に、公共施設及び

大規模民間施設における雨水流出抑制施設の設置を推

進しています。 

貯留槽や浸透ますなどの設置により、降雨時に集中的に

大量の雨水が河川や下水道に流入することを防ぎます。 

◤板橋区雨水流出抑制施設設置指導要綱 

◤土のうステーション（緊急用簡易土のう置場） 

図表：浸透施設のイメージ 

出典：東京都総合治水対策協議会パンフレット 
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➤大規模災害時では、自助・共助による備えや行動が重要であり、地区別防災マニュアルな

どを活用し、地域と行政、民間企業などが連携し、避難対策などに取り組むことにより、

地域全体の防災力を向上させていきます。 

 

➤災害時の拠点になる公共施設やライフライン施設などは、耐震性や浸水対策、継続的な電

源の確保やオープンスペースの確保などを各施設管理者が図り、震災や水害などの災害に

強い防災拠点の整備を推進します。 

➤病院・高齢者施設などの避難行動要支援者を受け入れる施設など、災害時においても機能

継続が求められる重要な施設においては、災害時の機能継続対策を進めます。 

 

➤防災機能が求められる大規模建築物において、避難用の広場、帰宅困難者などを受け入れ

るために必要となるスペースや防災備蓄倉庫、救援活動や物資受け入れスペースなどの確

保を図るとともに、災害時の機能継続対策を誘導します。 

➤災害時の防災拠点と同様の役割を想定した大規模建築物の防災機能・空間などの整備にあ

たり、平常時には、にぎわい・活力のための都市活動が可能な空間活用を促進します。 

➤浸水想定区域内の大規模建築物においては、浸水しないフロア計画や浸水対策の誘導を

図ります。  

① 地域連携による防災対策 

防災拠点による地域の防災力向上  ３ 

② 防災拠点となる公共施設などの整備 

③ 防災拠点機能を有する大規模建築物の誘導 

 

宅地の安全性への取組 Action 

十分な強度を持たない大谷石造、コンクリ

ートブロック造などのよう壁や老朽化が進

行し、強度が低下している鉄筋コンクリー

ト造のよう壁、崩落が進行している自然が

けなどの危険ながけ・よう壁の所有者に対

して、通知や個別相談などの啓発活動に取

り組むとともに、安全対策工事や改修検討

の専門家派遣などを支援しています。 

◤がけ・よう壁に関する安全対策 

がけくずれなどの災害を防止するため、宅

地造成等工事規制区域内（区内全域）で、一

定規模以上の切土・盛土を伴う宅地造成工

事や土石の堆積を行うときは、宅地造成及

び特定盛土等規制法に基づき、許可が必要

になります。 
図表：盛土・切土のイメージ 

出典：東京都盛土規制法パンフレット 

◤宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可 

図表：危険ながけ・よう壁のイメージ 
出典：板橋区 HP 
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➤地震・水害・土砂災害・感染症拡大などの災害が立て続けに発生することで、災害対応が

困難になる複合災害に対して、様々なシナリオを想定する必要があります。 

➤図上シミュレーションや 3D 都市モデルなどの活用により、災害発生時における住民の避

難行動を事前予測することで問題点の把握を図ります。 

➤地区防災計画＊の策定支援を行うなど、地域防災力の向上をめざします。 

➤行政、通信、エネルギー、交通などの重要インフラサービスを災害時に安全かつ持続的に

提供できるよう、自然災害やサイバー攻撃などの対策強化をめざします。 

 

➤大規模災害発生時などによる損害を最小限にとどめつつ、事業の継続あるいは早期復旧を

可能とするための事業継続計画（BCP）の導入を推進します。平常時から、被災時に優先し

て復旧するべき箇所やあらかじめハード対策を講じておくべき箇所などを検討し、発災直

後に行動できるようにすることが重要です。 

➤事業者に対し、災害時協定や情報を滞らせないための準備、中断した場合でも優先業務を

実施していくための事業者相互の自助・共助の協力体制を促進していきます。 

 

➤平常時から基礎的な情報を収集・整理し、区民と連携し、被災後の都市のあるべき姿や適

切な復興手法をあらかじめ検討し、復興に備える都市づくりに取り組みます。 

➤都市復興マニュアルなどに基づき、発災後に迅速な復興活動に展開するため、職員の机上

訓練を進めます。 

 

  

① 複合災害のリスク対策の推進 

大規模災害などに備えた強靭な都市づくりと復興事前準備の推進  ４ 

② 災害時における業務の継続・早期復旧 

③ 大規模災害から復興した“あるべき姿”の検討と復興事前準備 
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安心・安全（震災・火災） 方針図 

 

要素図 
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安心・安全（水害・土砂災害） 方針図 

 

要素図 



98 

 

  

3D都市モデルによる災害の可視化 Action 

3D 都市モデルを活用した板

橋区内の仮想空間内で、非常

用持出袋などの避難時に必

要な持ち物の準備や水害に

見舞われた状況を想定した

避難行動などを通して、避難

に関する仮想体験学習を行

うことができる取組です。 

センサーなどから取得したデータをもとに、建物や道路などのインフラを 3D 都市モデルで作成

することで、経済活動や人の流れなど様々な現実空間の要素を仮想空間上で再現し、可視化する

ことが可能です。避難ルートや被害状況などを 3D 都市モデル上でシミュレーションすることに

より、災害リスクの事前把握や災害に対する意識啓発などに活用されています。 

都市計画道路（左図オレンジ

の線）の整備により、建物同

士の距離が確保され、燃え広

がりが抑えられていること

が確認できます。 

延焼被害などの災害意識の

向上や 3D 都市モデル上で延

焼遮断帯の効果が可視化さ

れるなど、防災まちづくりの

検討に活用されます。 

◤火災延焼シミュレーション 

◤バーチャル水害避難訓練 

WEB アプリ 

時間経過による水害範囲の

拡大を 3D モデル上で可視化

し、避難ルートが制限される

様子を示すことができます。 

避難訓練などで活用するこ

とで、住民の水害に対する意

識啓発や避難行動の見直し

を促進する取組です。 

◤水害シミュレーション 

延焼遮断帯のシミュレーション 

出典：板橋区 HP 

水害シミュレーション 

出典：PLATEAU project HP 

バーチャル水害避難訓練 

出典：板橋区 HP 


